
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和８年１月９日（金）に、横浜市庄戸コミュニティハウス（※）が開所します。 

 当施設は、旧庄戸中学校が学校法人森学園による義務教育学校（学びの多様化学校）「横浜きり

ん学園」として整備されることに伴い、新たに横浜市地区センター条例に基づくコミュニティハ

ウスとして運営を開始します。開所に先立ち、開所式及び内覧会を開催します。 

（※）…コミュニティハウスは、幼児からお年寄りまで幅広い層の市民が気軽に利用できる施設です。 

 

 

（１）名称 

   横浜市庄戸コミュニティハウス 

 

（２）所在地 

   横浜市栄区庄戸３－１－１ 

（横浜きりん学園敷地内） 

 

（３）アクセス 

   ＪＲ港南台駅下車後、 

神奈中バス港 55「庄戸」バス停下車徒歩 1 分 

 

（４）施設内容 

   研修室Ａ・Ｂ・Ｃ、和室、図書コーナー等 

（研修室Ａ・Ｂは１部屋としても利用可） 

 

（５）開館時間 

   月曜～土曜：９時から 21 時まで 

日曜・祝日：９時から 17 時まで 

 

（６）指定管理者 

   学校法人森学園 
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（１）開所式・内覧会（関係者向け） 

日 時：令和８年１月８日（木）13 時 30 分から 14 時 30 分まで 

会 場：横浜市庄戸コミュニティハウス 

内 容：関係者及び指定管理者挨拶 

出席者：当該地域の地区連合会長等 

 

（２）内覧会（一般の方向け） 

日 時：令和８年１月８日（木）15 時 30 分から 17 時 00 分まで 

形 式：館内を自由にご覧いただけます（事前申込不要） 

 

（３）注意事項 

   お車でのご来場はご遠慮ください。 

コミュニティハウスは横浜きりん学園敷地内に 

あるため、横浜きりん学園正門からお入りください。 

 

（４）取材申込 

  取材をご希望の方は、令和７年 12 月 26 日（金） 

までに下記お問合せ先までご連絡ください。 

 

 

横浜市は、平成 27 年に閉校した旧庄戸中学校について、コミュニティハウスの整備等を条件

に活用事業者を公募しました。その結果、学校法人森学園を活用事業者に決定し、義務教育学校

（学びの多様化学校）が設置されることとなりました。また、コミュニティハウスの管理運営に

ついては、指定管理者公募・選定を経て、同法人を指定管理者として決定しました。 

 

 

 

  時 期 実施事項 

平成 27 年４月 旧庄戸中学校閉校 

令和４年 12 月から令和５年３月 旧庄戸中学校活用事業者公募 

令和５年６月 旧庄戸中学校活用事業者公募における事業予定者決定 

令和７年４月から８月 庄戸コミュニティハウス指定管理者公募 

令和７年９月 庄戸コミュニティハウス指定管理者の指定 

お問合せ先 

栄区地域振興課長 谷川 みちる Tel 045-894-8390 

開所式・内覧会 開催概要 

開所までの経緯 


